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東東京京湾湾臨臨海海部部ににおおけけるる基基幹幹的的広広域域防防災災拠拠点点にに関関すするる整整備備基基本本方方針針((概概要要))  
＝第４回首都圏広域防災拠点整備協議会決定＝  

 
 

平成 13年 12月 26日 

１１．．  整整備備のの目目的的･･必必要要性性  

都県市単独では対応不可能な、地震･テロ等による広域あるいは甚大な被害に
対し、国及び都県市が協力して、迅速かつ円滑で効果的な応急復旧活動を展開
し被害を軽減するとともに、我が国の中枢機能の回復を早急に図るため、基幹
的広域防災拠点を整備し、もって首都圏全体の防災性向上を図る。 

２２．．  整整備備箇箇所所  

・ 大規模地震・テロ等国家的危機への対応の観点から首都･東京の都心部の早期
機能回復が非常に重要。 

・ 特に稠密な東京都心部の市街地至近に必要。 
・ 現状では、諸機能を一箇所で発揮できる、まとまった用地の確保が困難。 

 
 

緊急に必要な東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点については、東京都
臨海部及び川崎市臨海部において、適切な機能分担を行い相互に補完すること
により、全体として一つの機能を発揮できるよう整備。 

  
我が国の中枢である都心部に近い東京都臨海部、港湾機能が充実し物
流センターが位置する川崎市臨海部の立地特性を活かして適切に機
能分担 

３３．．  具具体体的的整整備備にに向向けけたた今今後後のの進進めめ方方  

平成 15年度概算要求までの早い段階までに、協議会において、具体的な整備箇
所、整備手法等を含め整備基本計画を決定。 

 




